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原 子 力 委 員 会

委員長 中曾根康弘殿

原 子 炉 安 全 審 査 専 門 部 会

部 会 長  矢  木

日本 原子 力 発 電 株 式 会 社 の 原子 炉 の

製書の安全性に?い て彦参

当部会は ,昭和 34年 6月 6日 付14原委第45号 をもつて審査を求められた

標記の件について ,男1記 のとおり結論を得たので報告します ゛

すぎ予子:
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原 子 炉 安 全 審 査 専 門 部:会 委 員

会

第 7小委員会主査

矢  本    栄 (東 京 大 学 教 授 )

○ 福  日・ 節  雄 (東 京 大 学 教 授 )

○青 木 敏i署 (具T栃墾鍵『 鷲)

○ 内  田 秀 雄 (東 京 大 学 教 授 )

.平  藤 秀 雄 (等射
虐靱 ∬賃)

´
大  山    彰 (東 京 大 学 助 教 授 )

○ 大  山  義  年  (東京工 業 大 学 教 授 )

尾  村  偉  久  (厚生省公衆衛生局長 )

加賀山    正 (爵商警筆扇:尾秒賛)

来 子  勝 (量 ξ兆 為賃)

○久布白 兼 致 (滸 奎需蓮藝)

○/1ヽ 平 吉 男 (資 壊纂舞香真)

○後 藤 清太郎 (電力中央研究所理事)

坂  田  昌  ― (名 古 屋 大 学 教 授 )

○ 正 野 重 方 (東 京 大 学 教 授 )

〇杉 本 朝 雄 (暴 発尋通峯)

○ 竹  山  謙 三 郎  (建設省建築研究所長 )

高 村 青 博 (電商事壌ra議
事養)
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(曇気璽験爵電秀部負)

(東 京大学教授
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当 部会は i

原子

構造 ,計

について霧網露

るもあと認め11

なお ,今蘭
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当部会は ,日 不原子力発電株式今■の昭和 64年 6月 11軍1付専講|に かヽわる

原子炉施設に関し ,立地条件 3麻子

「

の性能 ,燃料要素.:墨鉾li炭 酸ガス1彎撃

重墓 F罫義罰御 ,■曇美棗 :減射謀偉1対策 .安全対策および技術的熊
"1諸

ふ

について審議し ,総合判断した結果 ,こ の原子炉の設置あ蒙傘性は十分確保し等

るものと認める。■

なお:4覆ぶ表計耗上あ認可等あ段
:輌

たitヽ そ栞報をで指名した妻菫彗墳を■

分
乗 ||1奮 :|‐ ||1雫キ

黙i現在あ表薇永準に轟 て■外実海
_     ||||:t        i ‐|■

可能 と認めるものである。                ′

また ,原子力発電用原子炉の運転は ,わ ら`国においそ |■
‐経讃のなt‐ こヽとである

から,姜基の権凛をとくに董視して導転を行うことを希望する
=::|

だザ
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審 査 のil l内 容

話  言         ::11   ‐ 1   1  1 ‐

審査にあたつて1■ ,次のょ―う■考み方によつたo

(1)署査ti,日 本界子ヵ発電株本会■ の原子炉設置許可申請書お よびその添付

書類■もとずぃて行 うo        l         、

② 審査は ,設置許可申請セ|`関 するものであづて ,原子炉を建設し ,運転する

ための規制と.し ては ,許可つ後に ,工事施行の認可 ,検 査:,保安規定の認可

1等 多 く,の香奪撃階があるなら,界子炉施設の基本的計画力ヽ安全上から妥当で

あるかどうかを検討する,なお,今後の設計施工 ,検 査および運転において

必要と考えられう琴項につ、ヽて 指ヽ摘する。      |

(0 審査は,平常時
`ま

勿論ふ聾震その他の異常時においても,一般公衆_f・
‐よび

従業員に対して障害奮与えぬ計画 となつてい るかどうかについて検討する。

(o 放射線の許容量は「 原子炉の設置 ,運転等に関する規則等の規定:こ もとず

き許容週線量 ,許 容濃度および許容表面濃度を定める件」 (科学技荷庁告示

昭和 52年第 9号 )のほか ,1958年 lCRP ョ告ぉょび原子ヵ委員会原

子炉安全基準専門部会答申「 放射線の許容線量および故討住榜資の許容浸度

について」 (昭 和 66年 11月 27日 )を も考意す る。
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